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衆
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院
議
員
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が
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行
っ
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イ
ラ
ク
復
興
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に
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す
る
質
問
に
対

し
、
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答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
我
が
国
が
行
っ
た
イ
ラ
ク
復
興
支
援
事
業
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
の
成
立
し
た
平
成
十
五
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
ま
で
の
間
、
有
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
は
、
電
力
、

か
ん
が
い

運
輸
、
石
油
、
灌
漑
等
の
分
野
に
お
い
て
総
額
約
二
千
四
百
億
円
の
供
与
に
関
す
る
交
換
公
文
を
署
名
し
、
無
償
資
金
協
力

に
つ
い
て
は
、
電
力
、
教
育
、
水
・
衛
生
、
保
健
、
雇
用
、
難
民
・
国
内
避
難
民
支
援
等
の
イ
ラ
ク
国
民
の
生
活
基
盤
の
再

建
及
び
治
安
の
改
善
等
の
分
野
に
お
い
て
総
額
約
千
七
百
八
十
億
円
の
支
援
を
決
定
・
実
施
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
協
力
は
、
イ
ラ
ク
政
府
の
主
体
的
な
復
興
努
力
を
支
援
し
、
イ
ラ
ク
の

復
興
及
び
開
発
に
貢
献
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
に
言
及
の
あ
る
イ
ラ
ク
南
部
の
ム
サ
ン
ナ
ー
県
サ
マ
ー
ワ
の
北
東
に
あ
る
ク
ワ
シ
地
区
の
道
路
の
改
修
工

一



事
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
に
、
我
が
国
の
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
に
よ
り
、
ム
サ
ン
ナ
ー
県
道
路
・

り
ょ
う

橋
梁
局
を
被
供
与
団
体
と
し
て
、
在
イ
ラ
ク
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
た
資
金
供
与
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
案
件
で
あ
り
、
同
案

件
の
事
業
は
、
同
道
路
・
橋
梁
局
に
よ
り
発
注
さ
れ
て
い
る
。
在
イ
ラ
ク
日
本
国
大
使
館
及
び
在
サ
マ
ー
ワ
外
務
省
事
務
所

（
当
時
）
に
は
、
道
路
工
事
に
か
か
る
技
術
者
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
被
供
与
団
体
に
対
し
資
金
を
供
与
し
、
資
金
供

与
後
、
在
サ
マ
ー
ワ
外
務
省
事
務
所
（
当
時
）
を
通
じ
て
案
件
の
実
施
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
被
供
与
団
体
か
ら

は
事
業
が
完
了
し
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。
御
指
摘
の
よ
う
な
、
貯
水
タ
ン
ク
に
最
初
の
注
水
で
ヒ
ビ
が
入
っ
た
と
の

事
実
は
当
該
報
告
に
な
く
、
ま
た
、
サ
マ
ー
ワ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
タ
ジ
ア
ム
修
復
案
件
に
つ
い
て
も
、
観
客
席
の
設
置
は
、

案
件
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
事
業
完
了
後
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
被
供
与
団
体
が
計
画
の
目

的
の
た
め
使
用
す
る
義
務
が
あ
り
、
ま
た
、
被
供
与
団
体
の
代
表
は
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
同
団
体
の
責
任
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

九
及
び
十
三
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
事
実
関
係
及
び
外
務
省
の
認
識
は
三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て
及
び
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り

で
あ
り
、
朝
日
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
外
務
省
国
際
協
力
局
無
償
資
金
・
技
術
協
力
課
の
職
員
が
、
そ
の
旨
述
べ
た
も
の

と
理
解
し
て
い
る
。

十
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
が
イ
ラ
ク
に
対
し
て
政
府
開
発
援
助
の
供
与
を
決
定
す
る
際
に
は
、
現
地
の
援
助
需
要
等
を
踏
ま
え
、
案
件
の
内

容
や
効
果
等
を
考
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
案
件
の
実
施
段
階
に
お
い
て
も
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
行
い
、
問
題
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
イ
ラ
ク
政
府
や
実
施
主
体
に
対
し
て
対
応
を
申
し
入
れ
、
日
本
側
と
し
て
も
問
題
解
決
の
た
め
に
で
き
る
限
り
の
支

援
を
実
施
し
、
適
切
に
関
与
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

我
が
国
が
イ
ラ
ク
に
対
し
て
実
施
し
た
政
府
開
発
援
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ク
側
実
施
主
体
が
適
切
に
入
札
等
を
行

う
措
置
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
イ
ラ
ク
政
府
よ
り
汚
職
等
の
問
題
に
つ
き
報
告
さ
れ
た
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三


